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林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成31年2月28日付け（同年3月1日受付，最高裁秘書第1114号）で申

出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしまし

たので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成18会計年度における協議会等開催計画（片面で8枚）

開示の実施方法

写しの送付
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担当課秘書課（文書室）電話03 （3264．） 5652 （直通）
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事務総局会議資料
(2月zI日開催）

平成18会計年度における協識会等開催計画

(中央協識会等）
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番号 種 別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 総人員
管
課
所
局

1

●

長官，所長会同 7月 2日 当面の司法行政上の

諸問題．
官，地裁・家 84人 総務局

2 長官事務打合せ 11月 2日 司法行政上の諸問題 高裁長官 8人 総務局

3 長官事務打合せ 1月 2日 司法行政上の諸問題 高裁長官． 8人 総務局

4 長官事務打合せ 随時 1日 司法行政上の諸問題 高裁長官 8人 織

9

局

5 商裁総務腺

事務打合せ
長等 11月 1日 総務事務全般

協鮭
の連絡 高裁総務課長，

課長補佐各ユ人
｡

同課 16人 総務局

6 高裁首席番記官
事務打合せ

7月 1日 書記官

絡協議

事務全般の連 高裁の首席書記官 8人 総務局

7

次長）

5月 2日 人事行政等事務全般

の連絡協駿
高裁事務局次長 8人 人事局

8 10月 2日 人塞行政事務
連絡協畿

全般の 高裁人事課長及び同

課企画官又は同課裸
長補佐のうちいずれ
か1人

16人 人事局

9 2月 2日 人事行政事務全般の
連絡協駿

高裁人事課長及び同
課企画官又は同課課
長補佐のうちいずれ
か1人

16人 人事局

10

次長）

9月 2日 経理行政等

の連絡協議

事務全般 高裁事務局次長 8人 謹理局

11 経理関係等事務
打合せ（高裁事

務局次長）

2月 2日 経理行政等
の連絡協儀

事務全般 高裁事務局次長 8人 経理局

12 経理事務打合せ

(高裁会計課長）
10月 1日 経理行政

連絡協酸
事務全般の 高裁会計諜長及び同

課企画官又は同謀課
長補佐のいずれか1
人

16人 経理局

13 2月 2日 経理行政事
連絡協議

務全般の 高裁会計課長及び同

課企画官又は同課課

長補佐のいずれか1
人

16人 経理局

14 調停委員協醸会

及び調停委員表
彰式

10月下

旬

ユ日 ユ調停制度の在り
方に関し考慮すべ
き事項

2最高裁長官表彰

民事調停委員，
鯛停委員

家事 58人 民事局

家庭局
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15 簡易裁判所民事
事件担当銭判官

等事務打合せ

12月こ

ろ

1日 民事事件の処理に関
し考慮すべき事項

大規模簡裁（東京 ，

大阪,名古屋,福岡）
及び中規模簡裁8庁

（各高裁管内の本庁

併置簡裁から1庁ず

つ）の簡裁判事各1
人

上記簡裁を管轄する

地裁（東京，大阪
名古屋，福岡を除

，

く｡）の民事首席書
記官又は次席書記官

各1人

東京簡裁の民事首席

書記官及び大阪，名
古屋，福岡の各簡裁

の首席魯記官

24人 民事局

16 刑事事件担

判官協議会

当裁 10月～

12月

1日 刑事事件の処理に関
し考慮すぺき事項

高裁・地裁の裁判官
（東京高裁は2人）

59人 刑事局

17 労働
率
窄

審判制度の
に関する研

11月～

12月

1日 労働審判事件の処理

に関し考慮すぺき実
務上の賭問題

労働事件専門部，集
中部が設霞されてい

る地裁，その他の高
裁所在地の地裁及び
労働審判事件が比較

的多数申し立てられ
ている6庁の裁判官

19人 行政局

18 首席家庭裁判所
調査官事務打合
せ

5月 1日 高裁の所在地にある
家裁の首席家庭裁判
所調査官が行う調整
事務に関し考慮すべ
き事項

高裁の所在地にある

家裁の首席家庭裁判
所爾査官

8人 家庭局

19 成年後見事件担

当裁判官等事務
打合せ

7月 1日 成年後見関係事件の
処理の合理化に向け

て考慮すべき事項

高裁所在地，横浜，
千葉， さいたま各家
裁の裁判官及び主任
書記官各1人（ただ

し東京家裁からは裁

判官2人及び主任書
記官1人) ．

23人 家庭局
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番号 種 別 開催時期 会期 協雛事項 協鮭員等 総人員

所管

局繰

1 広報担当者協礒
《
垂

未定 。 0.5

日

①報道機関や一般国
民に対し，迅速かつ

適切な情報提供を図

り，充実した広報活
動を展開する上で考

慰すべき事項

②裁判員制度広報に
,ついて

高裁の総務課長，同
課長補佐及び広報担
当係長並びに地裁
家裁の総務課長

(8高裁開催）

、

124人 広報課

2

与も

書記官 1月～2

月

1日 家裁における書記官
事務の実情につい

て，首席書記官とし
て考慮すべき事項

高裁民事首席（又は
次席)，高裁刑事首
席（又は次席)，家
事首席，少年首席，
家裁首席審記官（た
だし，開催地となら
ない高裁について

は，民事首席か刑事
首席のいずれか1人
とする｡）

(一部合同開催）
東京

大阪(大阪,名古屋）
福岡(広島,福岡）
仙台仙台,札幌,高
松）

75人 総務局

3 標
準
関係事務協 6月～7

月

1日 人事事務の処理に関
し考愈すべき事項

高裁事務局次長，高
裁人事課長，地・家
裁事務局長

116人 人事局

4 人事管理鍵雛会 9月 1日 人事管理上の諸問題 高裁事務局次長，高
裁人事課長，地・家
裁事務局次長

125人 人事局

5 窪
総
関係事務協 6月～

7月

0．5

日 繧霧 高裁事務局次長，地
裁・家裁事務局長，
高裁会計課長

116人 経理局

6 会計課長協議会 1月～

2月

1日 予算の適正執行及び

効率的執行に関し，
考慮すべき事項

高裁・地裁・家裁の
会計課長

(連合開催）
(開催地は未定）

61人 経理局
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7 民事事件担当裁

判官等協議会

10月～

11月

1日 1 民事訴訟の審理
充実について
2各地域における

複雑困難所詮の審
理の実情と豚訟運
営上配慮すべき事
項について

高裁の裁判官並びに

各地裁本庁の民事事

件を担当する裁判官
1人及び民事首席書

記官又は民事次席書

記官のいずれか1人

(一部合同開催）
東京

大阪

名古屋

高松（広島，高松）
福岡

仙台（仙台，札幌）

108人 民事局

8 倒産事件・民事
執行事件担当裁
判官等協識会

1月～

2月

1日 1 破産事件・民事
再生事件の運用に

ついて具体的に留
意すべき事項
2民事執行法の運

用について具体的
に留意すべき事項

高裁の裁判官1人及

び民事首席番記官並
びに各地裁の裁判官

1人及び民事首席書
記官又は次席書記官
1人

(一部合同開催）
蕊
罐

名古屋

広島（広島，高松）
福岡

札幌（仙台，札幌）

116人 民事局

9 評価実務研究会 0．5

日

改正民事執行法下に
おいて，不動産執行

事件の評価事務に関

し考慮すべき事項

（注）執行官の監督
等に関する協確会

（会期0． 5日） と

連続開催も可

高裁の裁判官1人及

び民事首席書妃官並
びに各地裁の裁判官
ﾕ人及び民事首席書

記官，執行事件担当
次席番記官又は主任

書記官，地裁の評価
人候補者各2人
(8高裁開催）

216人 民事局

10 執行官の監督等
に関する協議会

10月～

翌年2月

0.5

日

改正民事執行法下に

おいて，執行官の監
督等に関し考慮すべ
き事項

(注）評価実務研究

会（会期0． 5日）
と連続開催も可

高裁の事務局次長及

び民事首席書記官並
びに各地裁の執行官

監督官1人，監督補
佐官1人，総括執行
官 （8高裁開催）

166人 民事局

11 管財人等協議会 各地裁で

決定（9

月～翌年

3月）

1日 倒産事件の管財事務
等の処理に関し考慮

すぺき事項

破産事件の破産管財
人，民事再生事件の

監督委員及び個人再
生委員，会社更生事
件の管財人等

各地裁で
決定

民事局

12 簡易
実務

民事 各地裁で

決定（6
月～翌年

3月）

2日 簡裁の調停制度及び
司法委員制度の運用
に関し実務上考慮す
べき事項

簡裁の裁判官及び番

記官,民事調停委員，
司法委員

各地裁で

決定

民事局
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13 新任民事調停委
員研修会

各地裁で

決定（原
則として

4月～7

月）

2日 民事鯛停事件の処理

に必要な基礎的知職

の習得

新任民事鯛停委員 各地裁で

決定

民事局

14 民事調

究会
停委員研 各地裁で

決定（6

月～翌年

3月）

2日 民事鯛停事件の処理

につき必要な基礎的

知職及び技術の習得

2年ないし3年程度
の実務経験のある民

事調停委員

各地裁で

決定

民事局

15 民事調停委員ケ
－ス研究会

各地裁で

決定（6

月～翌年

3月）

2日 民事鯛停事件の処理
につき事例研究の方
法による実践的な知
職及び技術の習得

民事調停委員 各地裁で
決定

民事局

16 鯛停運営漉礒会
及び鯛停委員表
彰式

各高裁で

決定（9
月～11

月）

1日 1民事・家事鯛停
の運営に関し考慮
すべき事項

2高裁長官表彰

各地裁及び家裁管内
の調停協会において

指導的地位にある鯛
停委員

155人 民事局

家庭局

17 鑑定委員協駿会
●

開催する

地裁で決

定（6月
～12

月）

1日 借地非訟事件の処理
に関し考慮すべき事
項

び大

委員

阪各地裁 開催する

地裁で決

定

民事局

18 雛
総
司法委員研 各地裁で

決定（1
月～3

月）

0.5

日

司法委員としての職

務につき必要な基礎
的知職の習得

I

新任司法委員 各地裁で

決定

民事局

19 司法委員研究会 各地裁で

決定（6

月～翌年

3月）

2日 司法委員としての職

務につき必要な実践
的知職及び技龍の習
得

司法委員 各地裁で

決定

民事局

20 刑事事件担

判官協磯会

当裁 1月～2

月

1日 刑事事件の処理に関
し考慮すべき事項

高裁・地裁の裁判官
（連合開催）

東京棟京，名古屋）
大阪（大阪，高松）
福岡（広島，福岡）
札幌仙台，札幌）

58人 刑事局

21 法廷
一

通訳セミナ 各高裁で

決定（6
月～翌年

3月）

各2

日

法廷通訳に必要な実
践的知職・技能の習
得（法廷通訳経験の

ない者又は少ない者
を対象）

通訳人候補者，法廷
通訳経験者並びに高

裁及び高裁所在地の
地裁（ただし，東
京，大阪各高裁管内
のセミナーについて

は，高裁所在地の地
裁に限らない｡）の
裁判官及び書記官

各高裁で
決定

刑事局
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22 法廷通駅セミナ

ー(8高裁連合）
東京，大
阪各高裁

（予定）
でそれぞ

れ決定（

6月～翌

年3月）

各2

日

法廷通訳に必要な実

践的知繊・技能の習
得（法廷通駅経験の
ない者又は少ない者
を対象）

通訳人候補者，法廷
通訳経験者並びに東
京，大阪各高裁及び
東京，大阪各地銭の

裁判官及び書記官
(予定）

各高裁で

決定

刑事局

23 法廷

－ア
ー

通訳フォロ

ップセミナ

各高裁で

決定（9

月～翌年
3月）

各2

日

否認事件等複雑困難
な事件の通訳に必要
な実践的知職・技能
の習得（法廷通訳研
修修了程度の者を対
象）

通訳人候補者，法廷
通訳経験者並びに高
裁及び高裁所在地の

地裁の裁判官及び番
記官

(注）高裁6庁（広
島・高松，札
幌・仙台は共
催）

各高裁で
決定

刑事局

24 刑事鑑定研究会 各高裁，
地裁で決

定（6月

～翌年3

月）

0.5

日

刑事事件の

る諸問題

鑑定を巡

｡ ●

学餓経験者並びに各
主催庁の裁判官及び
審記官

(注）高裁2庁，地
裁19庁を予
定

各高裁，
地裁で決

定

刑事局

25 心神喪失者等医
寒観察法関係研
究憾鑑会

各地裁で

決定（9

月～翌年

3月）

1日 心神喪失者等医療観
察法に基づく処遇事
件の審判手続の運用
の在り方等

定医 各地裁で

決定
刑事局

26 犯罪被害者等に
対する対応の在

り方に関する研
修

実施庁で

決定（6

月～翌年

3月）

0．5

日

犯罪被害者等基本法

19条の趣旨を踏ま
え，裁判官その他の
裁判所職員と犯罪被
害者保謹に関する有
職者が，裁判所にお
ける犯罪被害者等に
対する対応の在り方
について意見交換を
行う。

誇師：被害者保謹に
関する有職者（実施

庁で人選不可能な場
合は最高裁において
手配）

受講者：裁判官，裁
判所書記官その他窓
口において被害者対

応をする可能性のあ
る職員

で率
齪

●

刑事局

27 識
会
審判員研究 鍵
涯
裁で

（1月～

3月）

1日 労働審判事件の処理
に必要な専門的知餓
の習得

労働審判員 各地裁で

決定
行政局

28 知的財産権鮮訟
研究会

10月

～11月

1日
I

知的財産権訴訟につ

いて考慮すべき実務
上の諸問題

知財高裁の裁判官並
びに大阪高熱東京
地裁及び大阪地裁の

知財部の裁判官
(注）主催は知財高
裁

22人 行政局
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29 知的財産権関係
事件担当専門委
員実務研究会

12月 0.5

日

知的財産権関係事件
における専門委員の
関与の在り方

(1)知財高裁の裁判官
並びに東京及び大阪
各地裁の知財事件担
当の裁判官

(2御財事件担当の専
門委員（知財事件に
関与したことがある
者及び本研究会への

出席を希望する者に
限る）

(注）主催は知財高
裁

知財高裁
が定める

才

人数

行政局

30 新任家事

員研修会
調停委 で

原
て
７

撚
湖
仙
舛
月）

3日

～4

日

家事調停事件の処理
につき必要な基礎的

知餓の習得

新任家事調停委員又
はこれに準ずる家事
調停委員

各家裁で
決定

家庭局

31 隷
船
調停委員研 各家裁で

決定（6

一
ｊ
月
月
翌3

2日 家事鯛停事件の処理

につき必要な専門的
知織の習得

家事調停委員 各家裁で
決定

家庭局

32 員委
会
ケ 各家裁で
決定（6
月～翌3

月）

2日 家事鯛停事件の処理
につき事例研究の方
法による必要な知餓
の習得

家事鯛停委員 各家裁で
決定

家庭局

33 判所
究会
家事

4

各家裁で

決定（6
月～翌3

月）

2日 家事事件の処理に関
し考慮すべき事項

家裁の裁判官及び替
龍官，家裁調査官，
参与員，家事鯛停委
員

各家裁で
決定

家庭局

34 家事関係磯関
の連絡協雛会

と 各家裁で
決定（5
月～

月）

翌3

1日

～2

日

家事事件の処理に関
し，関係機関との協

力関係を円滑かつ緊
密なものとするため

に考慮すべき事項
(児童虐待関係及び

成年後見樹度） ．

家裁の裁判官及び書

記官，家裁調査官，
医務室の医師，福祉
事務所職員，児童相
淡所職員，都道府県
等の社会福祉関係部
局職員，医療関係者
等

各家裁で

決定
家庭局

35 少年

棚
雛

事件関係執
関との連絡
今
云

10月～

12月

1日 保謹処分の充実謝上
に関し考慰すぺき事
項

高裁所在地家裁の少
年首席書記官又は首
席書記官，首席家裁
鯛査官又は次席家裁
調査官，矯正管区第
三部長，少年院及び
少年鑑別所の次長，
首席専門官又は統括
専門官，地方更生保
護委員会事務局長，
保護観察所観察課長
(開擢ブロック）
東京

高松
， 広島，札幌，

28人 家庭局
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36 少年保謹関係機
関等との連絡協
議会 で決

（5
翌3

定

一
ｊ
月
月

1日

～3

日

少年事件の取扱い上
連絡調整を要する事
項

家裁の裁判官及び番

記官，家裁鯛査官，
保謹関係，教育関係
及び警察関係機関の
職員の中から，協躍
事項，各庁の実情等
を考慮して選定

各家裁で
決定

家庭局

37 新任参与員研修
今
云

各家裁で
決定（翌
1月～3

月）

1日 家事審判事件及び人
事訴舩事件の処理に

つき必要な基礎的知

職の習得

新任参与員又はこれ
に準じる参与員

各家裁で
決定

家庭局

38 参与員研究会 各家裁で
決定（6
月～翌3

月）

1日 家事審判事件及び人
事訴訟事件の処理に
つき必要な専門的知
職の習得

参与員 各家裁で
決定

家庭局


